
【春開始接種の対象者】

町ホームページ

　個人情報保護制度は、町が保有する個人情報の取扱いに関する基本的なルールを定めるととも

に、町民の皆さんが自己の個人情報について、開示、訂正等を請求する権利を保障する制度です。

　上三川町個人情報保護条例に基づく令和４年度（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）

の開示等請求は次のとおりです。

　①個人情報取扱事務登録件数　５２３件

　②個人情報開示請求の状況

　③訂正・削除・目的外利用及び外部提供の中止の請求件数　０件

　④個人情報に関する苦情の申出件数　 ０件　

　情報公開制度は、町民の皆さんが町の保有する情報（公文書）の公開を請求する権利を保障し、町
の機関に対して、条例上非公開と定められている場合を除き、情報を公開することを義務付ける制
度です。
　上三川町情報公開条例に基づく令和４年度（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）の請求内
容等は次のとおりです。

令和４年度 個人情報保護制度実施状況

令和4年度　情報公開実施状況

▶問い合わせ先＝総務課　総務人事係　　　　９１１６56☎

▶問い合わせ先＝新型コロナウイルスワクチン接種対策班（健康福祉課内）　　　　９１２６56☎

▶問い合わせ先＝総務課　総務人事係　　　　９１１６56☎

　会社を退職（失業）された方などは国民年金の届出が必要な場合があります。
○手続きが必要なとき
　・６０歳になる前に退職したとき
　・６０歳になる前に配偶者の扶養から外れたとき
　※退職（失業）して、厚生年金に加入している配偶者に扶養される方は、配偶者の会社へ届出が必
　　要です。
○手続きに必要なもの
　・退職日の分かる証明書（離職票、退職証明書、社会保険・厚生年金資格喪失証明書など）
　・マイナンバーが分かるもの（マイナンバーカード、通知カードなど）または基礎年金番号が分
　　かるもの（年金手帳、基礎年金番号通知書など）
○国民年金の保険料
　令和５年度の月額保険料は、１６，５２０円です。保険料は毎年度変わります。保険料の免除を希
　望する場合は、国民年金保険料免除・納付猶予制度や学生納付特例制度の申請が必要です。

　発熱などの症状があり受診する際、かかりつけ医等の医療機関で受診できない場合は、下記の
コールセンターで受診先等の相談を受け付けています。

新型コロナウイルス感染症と診断されたら…

〇濃厚接触者の特定や、法律に基づく外出自粛はありません。

〇外出の判断にあたり、外出を控えることが推奨される期間は、

　・発症後５日間

　・５日目に症状が続いていた場合は、症状軽快から２４時間経過するまでの間

　（１０日間経過までは、マスクを着用しハイリスク者との接触は控えるようにしましょう）

新型コロナウイルスワクチン接種について
令和５年春開始接種を実施しています。町の集団接種は、６月３０日（金）までの予定です。

栃木県「新型コロナ総合相談コールセンター」☎０５７０(５５０）０９６（２４時間対応）

　①発熱等の症状に関する健康相談（受診先の案内など）

　②コロナのワクチン接種に関する相談（副反応など）

　③コロナの後遺症に関する相談（受診先の案内など）

国民年金への変更手続きはお済みですか？

新型コロナウイルス感染症の
５類感染症移行後の相談・受診体制

▶問い合わせ先＝住民課　国保年金係　　　　９１３４
　　　　　　　　宇都宮西年金事務所　　  ０２８（６２２）４２８１

56☎
☎

※開示請求は、町長部局３件です。
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※公開請求は、町長部局１３件、教育委員会２件、
　水道事業３件、下水道事業１件です。

※審査請求は、町長部局１件です。

１・２回目接種が完了している方で、下記に該当する方

　①６５歳以上

　②基礎疾患を有する方（５～６４歳）

　③医療従事者、高齢者施設・障害者施設等従事者

・接種に関するお問い合わせは、新型コロナウイルスワクチン接種対策班までご連絡ください。

令和３年度〈参考〉令和４年度
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